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第４５回足立区都市計画審議会議事録 

１．日 時 平成２５年９月１７日（火） 

      午前９時３２分開会 

      午前１１時２８分閉会 

２．場 所 足立区役所 庁議室（南館８階） 

３．出席委員 

   （１）委員現在数  ２１名 

   （２）出席委員数  ２０名 

長塩英治（会長）野沢太三（会長職務代理者） 

根上彰生（委員）松本昭（委員） 

馬場信男（委員）あかし幸子（委員） 

吉岡茂（委員）くぼた美幸（委員） 

有馬康二（委員）山﨑健（委員） 

小林英一郎（委員）青木榮（委員） 

宮崎十三（委員）岡田英樹（委員） 

小野稚子（委員）鯨井良一（委員） 

板谷和也（委員）榎本憶人（委員） 

直江なおみ（委員）谷口敬志（臨時委員） 

４.出席専門委員 

石川義夫 長谷川勝美 工藤信 岡野賢二 

鯨井利昭 土田浩己 服部仁 

５．出席幹事 

宮本博之 増田治行 真鍋兼 八鍬一生 

田中靖夫 成井二三男 

６．出席説明者 

７．事務局等出席者 

中村 近藤 増本 関谷 塩田 國井 

堀 荒川 橋爪 和田 和泉 

８．議 事 

（１）審議事項１３件 

（２）報告事項１件 

（３）その他 

９．議 題 

第１号議案 東京都市計画一団地の住宅施設北鹿浜

一団地の住宅施設の廃止（足立区決定）

について 

第２号議案 東京都市計画地区計画鹿浜二丁目西地

区地区計画の決定（足立区決定）につい

て 

第３号議案 東京都市計画一団地の住宅施設鷲宿一

団地の住宅施設の廃止（足立区決定）に

ついて 

第４号議案 東京都市計画地区計画花畑七丁目中地

区地区計画の決定（足立区決定）につい

て 

第５号議案 東京都市計画地区計画島根四丁目地区

地区計画の変更（足立区決定）について 

第６号議案 東京都市計画地区計画保塚町地区地区

計画の変更（足立区決定について） 

第７号議案 東京都市計画地区計画足立北部地域舎

人・古千谷本町地区地区計画の変更（足

立区決定）について 

第８号議案 東京都市計画地区計画足立北部地域西

伊興地区地区計画の変更（足立区決定）

について 

第９号議案 東京都市計画地区計画足立北部地域東

伊興地区地区計画の変更（足立区決定）

について 

第１０号議案 東京都市計画地区計画足立東部地域

平野・東六月町地区地区計画の変更

（足立区決定）について 

第１１号議案 東京都市計画地区計画足立東部地域

神明南地区地区計画の変更（足立区決

定）について 

第１２号議案 東京都市計画地区計画足立東部地域

神明地区地区計画の変更（足立区決

定）について 

第１３号議案 東京都市計画地区計画足立東部地域

神明西地区地区計画の変更（足立区決

定）について 

報   告  

１）川口市の都市計画変更について 

10．議事の経過 

 以下のとおり 
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本議事録は、事実と相違ないことを証し、ここに署

名します。 

 

  平成   年   月   日 

 

議事録署名人 

 

会    長 

 

委    員 

 

 

○真鍋幹事 それでは皆様お待たせいたしました。

これから始めさせていただきます。本日は皆様方お

忙しい中、足立区都市計画審議会にご出席いただき

まして、誠にありがとうございます。私は司会を務

めます足立区都市建設部住宅・都市計画課長の真鍋

でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、今年度の委員改選によって、新たに就任い

ただきました委員並びに臨時委員の皆様におかれま

して、近藤区長から委嘱状の交付をさせていただき

ます。 

委嘱状につきましては、足立区都市計画審議会名

簿順に区長が皆様の席までお届け申し上げます。お

名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、自

席でご起立願います。よろしくお願いいたします。 

なお、公募によります３名の委員の皆様におかれ

ましては任期途中でございますので、恐れ入ります

が、今回は委嘱状の交付はございません。 

 それでは、区長、よろしくお願いいたします。 

元足立区議会議長、長塩英治様。 

○近藤区長 委嘱状、長塩英治様。足立区都市計画

審議会委員を委嘱します。平成２５年６月１日、足

立区長、近藤弥生。よろしくお願いいたします。 

○真鍋幹事 野沢総合研究所所長、野沢太三様。 

日本大学理工学部教授、根上彰生様。 

株式会社市民未来まちづくりテラス代表取締役

（東洋大学講師）、松本昭様。 

足立区議会議長、馬場信男様。 

足立区議会副議長、あかし幸子様。 

足立区議会総務委員長、吉岡茂様。 

足立区議会建設委員長、くぼた美幸様。 

足立区町会・自治会連合会会長、有馬康二様。 

足立区商店街振興組合連合会副理事長、山﨑健様。

足立区工業会連合会副会長、小林英一郎様。 

東京スマイル農業協同組合代表理事組合長、青木

榮様。 

一般社団法人東京都建築士事務所協会足立支部監

事、宮崎十三様。 

公益社団法人東京都宅地建物取引業協会足立区支

部副支部長、岡田英樹様。 

足立区女性団体連合会輝く会会長、小野稚子様。 

足立区まちづくり推進委員会まちづくり推進委員、

鯨井良一様。 

警視庁千住警察署長、谷口敬志様。 

委嘱状の交付は以上でございます。 

ここで任期途中の委員の皆様を改めてご紹介いた

します。恐縮ですが、その場でご起立願います。 

公募による区民委員、板谷和也様。 

榎本憶人様。 

直江なおみ様。 

なお、本日、臨時委員の東京消防庁足立消防署長

の鈴木和雄様は都合によりご欠席でございます。 

以上で委嘱状の交付と委員のご紹介を終わらせて

いただきます。 

ここで近藤区長から皆様にご挨拶申し上げます。 

○近藤区長 おはようございます。このたび新たに

審議会委員をお引き受けいただいた皆様、そしてま

た、これからも継続していただく皆様、また２年間

どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 

現在、足立区では、重点プロジェクトの中でまち

づくりのテーマを大きく３つに絞ってございます。

まず１つは、戦略的なまちづくりという点、そして

防災に強いまちづくりという点、そして川に四方を



 3

囲まれた足立区でございますので、緑豊かなまちづ

くりという点、この３つでございます。 

特に最初の戦略的なまちづくりにいたしましては、

今日から始まってまいりますけれども、第３回本会

議でもお示ししておりますエリアを決めまして、そ

のエリアをどのように戦略的に構築していくかとい

うことを取り決めていく考え方をまとめてございま

す。北千住駅周辺、千住地域は大学の誘致等もござ

いますし、また千住大橋の拠点の開発ということも

ございまして、足立区の中でもリード的な役割の中

で発展してきておりますが、これもやはり自然発生

的に発展を求めていくということではなくて、足立

区として、どういった方向にこれから引っ張ってい

くという可能性を今後もきちっと示していく必要が

あるだろうということで、まず千住の地域。 

そして区画整理がほぼ半ばまで来ております六町

の地域。これも駅前の一等地に区の用地がございま

すので、これをどのように活用していくかというこ

とによって、区画整理が終わった後の六町のまちづ

くりに大きく変化が与えられるだろうというふうに

考えております。 

それと江北でございますけれども、今、上沼田の

都営住宅の再開発が進んでおりまして、高層化にす

ることによって、かなり大規模の余剰地が生まれて

まいります。これも日暮里・舎人ライナーの駅から

至近距離の巨大な土地になってまいりますので、こ

れも足立区の西側の地域の発展を占っていく大きな

起爆剤になってもらわなければならないわけですの

で、特にこの３カ所を先行する地域としてエリアデ

ザインをきちっと進めてまいりたいと考えておりま

すので、こういったエリアの考え方についても、ぜ

ひそれぞれのお立場でご指導いただいて、ここまで

やっと６７万区民ということで発展してきた足立区

ですけれども、ここで私どもも満足するわけにはま

いりませんので、さらに高みを目指して、こうした

エリアデザインを中心に足立区の発展を担っていく

という意味での都市づくりでございます。ぜひ今後

とも変わらぬご指導をいただけますように、心から

お願いを申し上げたいと思います。ありがとうござ

いました。 

○真鍋幹事 近藤区長、ありがとうございました。

以上で第１部、委嘱状の交付を終了いたします。 

なお、区長は公務のためここで退席いたします。 

（区長退室） 

○真鍋幹事 続きまして、ここで専門委員と幹事の

職員をご紹介いたします。皆様のお手元にお配りし

ております委員名簿をごらんいただきたいと思いま

す。 

それでは専門委員をご紹介いたします。 

石川副区長です。 

長谷川政策経営部長です。 

工藤環境部長です。 

岡野都市建設部長です。 

鯨井市街地整備室長です。 

土田みどりと公園推進室長です。 

服部建築室長です。 

次に、幹事の紹介です。 

宮本政策経営課長。 

増田企画調整課長。 

八鍬まちづくり課長。 

田中建築調整課長。 

成井建築審査課長。 

最後に私、住宅・都市計画課長の真鍋でございま

す。よろしくお願いいたします。 

続きまして、次第にあります第２部、会長の選出

に移りたいと思います。 

都市計画審議会の議事運営に当たりまして、足立

区ユニバーサルデザインのまちづくり条例第３８条

第１項の規定により会長の選出を行います。会長選

出までの間、お一人の委員の方に仮議長になってい

ただき議事進行をお願いしたいと思います。つきま

しては仮議長を事務局からご指名させていただきた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○真鍋幹事 ありがとうございます。 

それでは誠に恐縮でございますが、宮崎委員に仮

議長をお願いいたします。 

○宮崎委員 皆さんおはようございます。宮崎でご

ざいます。ご指名いただきまして、会長選出までの

間、仮議長を務めさせていただきます。皆様方のご

協力をいただきながら進めていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。着席にて進行させてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

それでは、足立区ユニバーサルデザインのまちづ

くり条例第３８条第１項において、会長は学識経験

の委員の中から選挙で定めることとなっております。

長塩委員、野沢委員、根上委員、松本委員の４名が

その対象でございます。 

まず立候補者を求めたいと思います。どなたかい

らっしゃいますか。 

○小野委員 よろしいでしょうか。 

これまで２年間、会長を務められた長塩委員に引

き続きて会長をやっていただくよう、立候補してい

ただいたらいかがでしょうか。 

○宮崎委員 長塩委員さん、いかがでしょうか。 

○長塩委員 ご推薦いただきましてありがとうござ

います。重責でございますが、会長に立候補させて

いただきます。 

○宮崎委員 そのほかに立候補する方はいらっしゃ

いますか。 

長塩委員さん以外に立候補者がございませんので、

無投票によって、長塩委員を足立区都市計画審議会

会長に選任することで、皆さんよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり、拍手） 

○宮崎委員 異議がないと認めます。長塩委員が会

長に選任されました。 

ここからは長塩会長に議事を進めていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

皆さん、ご協力ありがとうございました。 

○真鍋幹事 宮崎委員、どうもありがとうございま

した。 

それではここで、長塩会長からご挨拶を頂戴いた

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○長塩会長 ただいまご同意いただいてありがとう

ございます。また２年間よろしくお願いいたします。 

都市計画は、将来の足立区の姿を定める大変重要

なものです。一方で、土地や建物の権利を制限する

ものでもありますから、それぞれの委員の専門的な

見地や区民の目線から審議をする場であると認識し

ております。 

皆様のご協力をいただきながら、会の運営に尽力

してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

○真鍋幹事 長塩会長ありがとうございました。 

次に、会長職務代理者の指名の件でございます。

足立区ユニバーサルデザインのまちづくり条例第３

８条第３項によりまして、会長からご指名となって

おります。 

会長、ご指名のほど、よろしくお願い申し上げま

す。 

○長塩会長 それでは、私から指名させていただき

ます。 

会長職務代理者は、学識経験者委員の野沢委員に

お願いいたします。 

○真鍋幹事 それでは恐れ入ります。野沢会長職務

代理者様からご挨拶を頂戴したいと思います。 

○野沢委員 ご指名を受けました野沢太三でござい

ます。足立区に参りましてちょうど３０年住んでお

りまして、千住東町の住民でございますが、大変千

住のまちもきれいになってまいりました。いまひと

つ努力が必要かと思いますし、オリンピックも参り

ますことでございますので、皆様の知恵と力をよろ

しくお願い申し上げます。ありがとうございます。 

○真鍋幹事 ありがとうございました。 

以上をもちまして次第にございます第２部まで終

了いたしました。 

引き続き、これから第３部の議案審議に移りたい

と思います。 
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傍聴者がございますので入場いたします。今しば

らくお待ちください。 

（傍聴者入室） 

○真鍋幹事 ここからの議事進行につきましては、

長塩会長にお願いいたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

○長塩会長 それでは、第４５回足立区都市計画審

議会の議案審議について、次第に沿って進めてまい

ります。 

 まず初めに、事務局から、本日の資料確認と審議

議案について説明してください。 

○真鍋幹事 それでは、事務局からご説明申し上げ

ます。 

皆様方におかれましては、事前にお配りいたしま

した資料の確認をさせていただきますが、手元にな

いという方がございましたら、事務局に一言お申し

出いただきたいと思います。 

 まず、次第でございます。 

 次に、委員名簿をご用意させていただきました。 

 次に、席次表でございます。 

 次に、議案書の一つづりでございます。表紙が白

色のものでございます。 

次に、議案説明資料一つづりでございます。表紙

がきみどり色のものでございます。 

次に、報告資料でございます。表紙があさぎ色の

ものでございます。 

また、本日席上に次回の都市計画審議会の事前の

ご案内を配布させていただきました。 

以上が本日の資料でございます。不足している資

料等がございましたら、事務局へお申しつけくださ

いませ。よろしいでしょうか。ありがとうございま

した。 

このほか、参考資料として、足立区基本計画や足

立区都市計画マスタープラン、足立区緑の基本計画

及び足立区都市計画図Ⅰ、Ⅱをご用意してございま

す。席上に配布してございませんが、必要なものが

ございましたら、これも事務局へお申しつけくださ

い。よろしくお願いいたします。 

 次に、表紙が白色の「議案書」と表紙がきみどり

色の「議案説明資料」の関係について、事務局から

ご説明申し上げます。「議案書」は、都市計画決定

の計画図書となっております。「議案説明資料」は、

「議案書」を補足説明するための資料でございます。 

 また、皆様の席上にございますモニターの使い方

について、あわせてご案内申し上げます。モニター

でございますが、少々見づらいところもございます。

本日の説明につきましては、お手元の資料をごらん

いただくことを基本に資料作成しております。説明

の際はお手元の資料をご確認いただきますよう、お

願いいたします。モニターにつきましては、説明し

ているページをお示しするために使用したいと思い

ますので、そのようにご理解いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

 また、特別にモニターを見ていただきたい場合は、

その都度申し上げますので、ご理解のほどよろしく

お願い申し上げます。 

次に、本日の議事でございますが、議案が１３件、

報告事項が１件でございます。 

恐れ入ります。皆様に事前にお配りしております

次第をごらんいただきたいと思います。なお、モニ

ターにも同じものが表示されております。 

まず、都営北鹿浜アパート建替え関連として、第

１号議案、「東京都市計画一団地の住宅施設北鹿浜

一団地の住宅施設の廃止（足立区決定）について」

でございます。 

 第２号議案、「東京都市計画地区計画鹿浜二丁目

西地区地区計画の決定（足立区決定）について」で

ございます。 

次に、都営花畑アパート建替え関連としまして、

第３号議案、「東京都市計画一団地の住宅施設鷲宿

一団地の住宅施設の廃止（足立区決定）について」。 

第４号議案、「東京都市計画地区計画花畑七丁目

中地区地区計画の決定（足立区決定）について」で

ございます。 
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次に、島根四丁目地区ほか８地区の地区計画の変

更として、次第にありますとおり、第５号議案から

第１３号議案の東京都市計画地区計画の変更のご提

案でございます。いずれも足立区決定でございます。 

議案は以上でございます。 

 報告事項につきましては、川口市の都市計画変更

についてでございます。 

○長塩会長 ありがとうございました。 

 それでは、議案審議に入る前に、出席委員の報告

を事務局から報告してください。 

○真鍋幹事 事務局からご報告いたします。本日は、

定数２１名のところ２０名のご出席をいただいてお

ります。過半数のご出席をいただいておりますので、

審議会が有効に成立することをご報告申し上げます。 

○長塩会長 ありがとうございました。 

 なお、議事録署名人は、私と野沢委員さんが務め

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案の審議に入ります。 

 最初に、都営北鹿浜アパート建替え関連の第１号

議案と第２号議案について、真鍋住宅・都市計画課

長から一括して説明願います。 

○真鍋幹事 都営北鹿浜アパート建替え関連の第１

号議案及び第２号議案のご説明をさせていただきま

す。 

恐れ入ります。議案書の１ページをごらんくださ

い。第１号議案、「東京都市計画一団地の住宅施設

北鹿浜一団地の住宅施設の廃止（足立区決定）につ

いて」、提出いたします。 

 平成２５年９月１７日、提出者は、足立区長、近

藤弥生でございます。 

 提案理由は、東京都市計画一団地の住宅施設北鹿

浜一団地の住宅施設を廃止するにあたり、都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項に

おいて準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があるためで

ございます。 

 恐れ入ります。議案書の２ページをごらんいただ

きたいと思います。 

 都市計画の案の理由書でございます。 

 １の種類・名称は、記載のとおりでございます。 

 ２の理由でございますが、後ほど議案説明資料に

より説明申し上げます。 

 恐れ入ります。３ページ目をごらんいただきたい

と思います。議案書３ページが計画書となっており

ます。続いて４ページ目が総括図でございます。５

ページ以降が計画図となっております。 

 続いて、議案書の７ページをごらんください。 

第２号議案、「東京都市計画地区計画鹿浜二丁目

西地区地区計画の決定（足立区決定）について」を

提出いたします。 

平成２５年９月１７日、提出者は足立区長近藤弥

生でございます。 

 提案理由は、東京都市計画地区計画鹿浜二丁目西

地区地区計画の内容を決定するにあたり、都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の

規定に基づき、足立区都市計画審議会の議を経るた

めでございます。 

 恐れ入ります。続いて８ページ目をごらんいただ

きたいと思います。 

 １の種類・名称でございますが、記載のとおりで

ございます。 

 ２の理由についてでございますが、第１号議案と

あわせて後ほどご説明いたします。 

 続けて、９ページから１２ページまでが計画書、

１３ページが総括図、１４ページから１７ページが

計画図となっております。 

議案書の説明は以上でございますが、恐れ入りま

す、ここからは議案説明資料に沿ってご説明申し上

げます。表紙がきみどり色の議案説明資料の１ペー

ジ目をお開きいただきたいと思います。 

まず趣旨・目的でございます。 

当一団地の住宅施設は、日暮里・舎人ライナー西

新井大師西駅から約２キロに位置しております。一

団地の住宅施設として昭和３９年に都市計画決定が
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されております。都営住宅の整備にあわせて道路、

児童遊園、緑地等が整備された良好な住環境が形成

されております。また、周辺には複数の都市計画公

園があり、緑豊かな地域となっております。 

現在、老朽化した都営住宅の建替え計画がされて

おります。建替えに際しては、周辺の低層住宅地と

調和や既存樹木を生かした豊かな緑の環境づくりな

ど、引き続き良好な住環境を維持、保全する必要が

ございます。 

このため、都営住宅の建替えを適切に誘導するこ

とにより、周辺にあります都市計画公園の緑とつな

がる緑道や広場等の整備を図り、良好な住宅地を形

成するなど、地区計画を導入し都市計画一団地の住

宅施設を廃止することとなりました。 

続いて、地区の現況でございます。 

現在、当地区には、３９年に建設された鉄筋コン

クリート造４～５階建て、１４棟、計４２２戸の都

営住宅が立地しております。なお、そのうち１０号

～１２号棟につきましては、平成に入ってからエレ

ベーターの設置がされておりますが、それ以外の建

物についてはエレベーターが未設置でございます。 

なお、当地区周辺については、江北西部地区土地

区画整理事業により道路等の都市基盤が整備され、

地区西側には昭和５９年に開園しました都市農業公

園がございます。 

２ページ目は現況の案内図でございます。 

続いて３ページ目をごらんいただきたいと思いま

す。都市計画変更の概要でございます。 

初めに第１号議案、「東京都市計画一団地の住宅

施設北鹿浜一団地の住宅施設の廃止（足立区決定）

について」から、ご説明いたします。 

北鹿浜一団地の住宅施設では、約２．９ヘクター

ルの区域に建築密度、住宅予定戸数、公共施設、公

益的施設が位置づけられております。 

次に第２号議案、「東京都市計画地区計画鹿浜二

丁目西地区地区計画の決定（足立区決定）につい

て」ご説明いたします。 

鹿浜二丁目西地区では、約３．２ヘクタールの区

域に区域の整備、開発及び保全に関する方針として、

土地利用、地区施設の整備、建物等の整備、その他

の当該地区の整備、開発及び保全に関する方針を定

めております。また、地区施設としまして、区画道

路１カ所、広場３カ所、歩道状空地９カ所、緑道９

カ所、緑地５カ所を配置いたします。 

恐れ入ります。４ページ目をごらんいただきたい

と思います。建築物等に関する事項でございますが、

建築物等の用途の制限、建築物の容積率の最高限度、

建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の敷地面積の

最低限度、壁面の位置の制限、その他建築物等の高

さの制限等、土地利用に関する事項を定めてござい

ます。 

続きまして、議案説明資料の６ページ目をごらん

いただきたいと思います。都市計画の経緯及び今後

のスケジュールについてご説明いたします。 

都市計画の変更につきましては、平成２５年２月

の第４４回都市計画審議会でご報告させていただき

ました。その後、３月に都市計画原案の公告・縦覧

を行い、７月に都市計画案の公告・縦覧を行いまし

た。原案、案ともに意見書の提出はございませんで

した。そのようなことから本日、第１号議案、第２

号議案のご審議いただくところでございます。ご審

議いただいた後、都市計画についての同時告示を行

う予定でございます。 

最後に参考資料としまして事業概要ということで、

建設スケジュールの予定と建設概要、事業計画図を

掲載させていただきました。 

以上で、都営北鹿浜アパート建替えに関する説明

を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申し

上げます。 

○長塩会長 ありがとうございました。 

 それでは、第１号議案、第２号議案の審議をいた

します。本件について、ご意見、ご質問がありまし

たら、お願いいたします。 

○直江委員 鹿浜地区は小学校の統合計画でいろい
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ろなところが挙がっていますけれども、今回のこの

建替えによる影響等はないのかということと、それ

から建替えでは保育施設や高齢者施設などがあわせ

て誘致されるケースもありますが、今回の建替えで

は、そういった関連施設についてはどのような状況

なのでしょうか。 

○真鍋幹事 それでは、住宅・都市計画課長の真鍋

からご説明申し上げます。 

まず１点目の建替えに伴っての学校等の統廃合の

影響の有無につきましてですが、今回の建替えに伴

いまして住宅の戸数につきましては、現況４２２戸

が建替え後４２０戸でございます。そういう意味で

は、住宅の戸数に変更がございませんので、この都

市計画に伴って、学校の統廃合について直接的な影

響はないと考えてございます。 

２点目の建替えに伴う公共公益施設の誘致でござ

いますが、これにつきましても、東京都と区におき

まして、建替えに伴いましては、公共公益施設のあ

り方等について庁内の意見を集約して、その旨、東

京都と建替え協議に臨んでおります。現在、例えば

保育園であったり、公園につきましては、この地区

は充足していると考えてございますので、それにつ

きましても建替えについては検討して、今回の都市

計画の案にさせていただきました。以上でございま

す。 

○直江委員 ありがとうございました。 

○長塩会長 ほかにご質問、ご意見ございますか。 

○松本委員 委員の松本です。２つほど教えてくだ

さい。 

１つは、２．９ヘクタール廃止をして３．２ヘク

タールになりますので、３，０００増えた理由は何

かということが１つです。 

２つ目は、地区計画ですから、手続上、住民参加

で原案をつくりなさいと法定上も言っていますが、

いわゆる条例縦覧、権利者さんの参加を経て、条例

縦覧のときにどのようなご意見が出たのか。今日の

資料ですと「意見なし」と書かれていますが、これ

だけ大きな団地の建替えで意見がないというのは、

ある意味ではレアなのかなと思いますので、条例縦

覧、その後の１７条の法定縦覧で、それぞれどのよ

うな意見が出て、その意見に対して行政はどう対応

してきたのか。もし意見がないようでしたら、意見

がないというのはある意味ではすばらしいことです

し、びっくりすることなので、もしその辺の背景が

あったらご案内していただければと思います。以上

です。よろしくお願いいたします。 

○真鍋幹事 それでは、住宅・都市計画課長の真鍋

からご説明申し上げます。 

１点目の面積が増えた件でございますが、今回、

地区計画設定にあたりまして地形地物、例えば道路

であったり、その他の面積は増えております。要は

純粋に団地の面積から地形地物、道路中心等でとっ

た関係で約３，０００増えているということでござ

います。これが１点目でございます。 

２点目のいわゆる都市計画法の１６条縦覧につき

ましては、関係権利者におきましては、都営住宅の

用地でございますので、土地所有者は１名でござい

ます。また、この団地建替えに伴いまして、当然の

ことながら、居住者さんに対する説明も行っており

ます。そういう意味では、特に都市計画についての

反対の意見等はなかったと聞いてございます。 

また、１７条縦覧につきましても２週間行いまし

たが、これについても意見等はございません。 

つけ加えて言うならば、先ほど申し上げましたが、

周辺がほぼ低層の住宅敷地が広がっている中で、階

数を抑えた建替え計画になっておりますので、そう

いう意味では特に反対意見等はなかったと考えてご

ざいます。以上でございます。 

○長塩会長 他に質疑ありますか。 

ないようでございますので、これより採決いたし

ます。 

本案につきまして異議のないものと決定してよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○長塩会長 第１号議案、第２号議案は異議のない

ものと決定いたします。 

 次に、都営花畑アパート建替え関連の議案です。

第３号議案と第４号議案について、真鍋住宅・都市

計画課長から説明願います。 

○真鍋幹事 引き続き、住宅・都市計画課長の真鍋

からご説明申し上げます。第３号議案、第４号議案

の説明でございます。恐れ入ります。議案書の１９

ページをごらんいただきたいと思います。 

第３号議案、「東京都市計画一団地の住宅施設鷲

宿一団地の住宅施設の廃止（足立区決定）につい

て」提出いたします。 

平成２５年９月１７日、提出者は足立区長、近藤

弥生でございます。 

 提案理由でございますが、東京都市計画一団地の

住宅施設鷲宿一団地の住宅施設を廃止するにあたり、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条

第２項において準用する同法第１９条第１項の規定

に基づき、足立区都市計画審議会の議を経る必要が

あるためでございます。 

 恐れ入ります。議案書の２０ページをごらんいた

だきたいと思います。都市計画の案の理由書でござ

います。 

 １の種類･名称については記載のとおりでござい

ます。 

 ２の理由につきましては、先ほど同様、議案説明

資料によりご説明申し上げます。 

 続けて、２１ページが計画書、２２ページが総括

図、２３ページが計画図となっております。 

 引き続き、議案書の２５ページをごらんください。 

第４号議案、「東京都市計画地区計画花畑七丁目

中地区地区計画の決定（足立区決定）について」、

提出いたします。 

平成２５年９月１７日、提出者は足立区長、近藤

弥生でございます。 

 提案理由でございますが、東京都市計画地区計画

花畑七丁目中地区地区計画の内容を決定するにあた

り、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１

９条第１項に基づき足立区都市計画審議会の議を経

る必要があるためでございます。 

 恐れ入ります。続いて２６ページをごらんいただ

きたいと思います。都市計画の案の理由書でござい

ます。 

 １の種類･名称については記載のとおりでござい

ます。 

 ２の理由につきましては、３号議案とあわせまし

て、後ほどご説明いたします。 

 続けて、２７ページから２９ページが計画書とな

っております。３０ページが総括図、３１ページか

ら３４ページまでが計画図となっております。 

恐れ入ります。ここからは先ほど同様、議案説明

資料に沿ってご説明申し上げます。 

恐れ入りますが、表紙がきみどり色の議案説明資

料の９ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず、趣旨・目的でございます。 

当一団地の住宅施設は、足立区の北東部、埼玉県

との都県境にございます。東武スカイツリーライン

の竹ノ塚駅から北東約２．５キロの場所に位置して

ございます。一団地の住宅施設として昭和４３年に

都市計画決定されております。都営住宅の整備にあ

わせて、道路、児童遊園、歩道等が整備された良好

な住環境が形成されているところです。 

現在、老朽化した都営住宅の建替えが計画されて

おります。建替えに際しましては、周辺の低層住宅

地との調和、水と緑のネットワークの連携など、引

き続き良好な住環境を維持・保全する必要性がござ

います。このため都営住宅の建替えを適切に誘導す

ることにより、周辺の環境資源との連携を考慮した

児童遊園、緑道の整備を図り、良好な住宅地を形成

するため、地区計画の導入を行い、都市計画一団地

の住宅施設を廃止することとなりました。 

続きまして、地区の現況をご説明いたします。 

当地区内には昭和４２年に建設された鉄筋コンク

リート造４階～５階建ての建物５棟、計２２０戸の
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都営住宅が立地してございます。なお、当地区は花

畑鷲宿地区土地区画整理事業が施行されており、道

路等の都市基盤が整備され、地区の西側には都市計

画道路補助２５７号線が通ってございます。 

続いて、１１ページ目をごらんいただきたいと思

います。都市計画変更の概要でございます。 

初めに、第３号議案の鷲宿一団地の住宅施設の廃

止についてご説明いたします。 

鷲宿一団地の住宅施設は、約１．３ヘクタールの

区域に、建築密度、住宅階建、壁面の位置等、住宅

予定戸数、共同施設等が位置づけられております。 

次に第４号議案、「東京都市計画花畑七丁目中地

区地区計画（足立区決定）について」、ご説明いた

します。 

花畑七丁目中地区につきましては、約１．７ヘク

タールの区域に、区域の整備、開発及び保全に関す

る方針として、土地利用、地区施設の整備、建築物

等の整備の方針を定めております。 

また、地区施設の配置及び規模として、歩道状の

空地が６カ所、緑道１カ所、児童公園１カ所を配置

しております。 

また、建築物等に関する事項といたしまして、建

物等の用途の制限、容積率の最高限度等を定めてご

ざいます。 

恐れ入ります。１２ページをごらんいただきたい

と思います。 

引き続き建築物等に関する事項でございますが、

記載のとおり、建ぺい率の最高限度から、垣又は柵

の構造の制限等を定めさせていただきました。 

続きまして、議案説明資料の１４ページをお開き

いただきたいと思います。都市計画の経緯及び今後

のスケジュールについてご説明いたします。 

先ほどの鹿浜二丁目西地区と同様でございますが、

平成２５年の２月に第４４回都市計画審議会でご報

告させていただきました。以後、３月に原案の公

告・縦覧、７月に都市計画案の公告を縦覧いたしま

した。原案、案とも意見書の提出はございません。

本日、ご審議いただきまして、２つの案件について

告示を予定してございます。 

あわせて最後に建替概要ということで、建設のス

ケジュール、建設内容、事業計画図を掲載しており

ます。 

以上で、都営花畑アパート建替え関連に関する説

明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願い申

しあげます。 

○長塩会長 それでは、第３号議案、第４号議案の

審議をいたします。 

本件について、ご意見、ご質問がありましたらお

願いいたします。 

○直江委員 花畑団地のところは、今、公団の建替

えも行われていますが、先ほど区長がおっしゃった

エリアごとの構築ということでの観点からは、どの

ように進められていくのでしょうかという質問が１

つと、それからこの花畑団地周辺の川沿いを自転車

で走りますと、結構建替えでストップというのもあ

ると思うのですが、空き家が目立ってちょっと寂し

いというか、治安が余りよくないような感じもしま

すので、この建替えを通してコミュニティの活性化

等が図れたらいいんじゃないかと期待します。以上

です。 

○真鍋幹事 それでは、ご質問についてお答え申し

上げます。 

まず、１点目の今回の都営住宅の建替えでござい

ますが、その建替え団地の西側にありますＵＲ花畑

団地の事業につきましては、現在、ＵＲ花畑団地の

自治会さんや周辺の町会・自治会の方とＵＲ花畑団

地のまちづくりの協議会を設立しまして、まちのあ

りようについて協議しているところでございます。 

また、ＵＲ花畑団地の中につきましては、今回、

団地再生事業としまして、団地の中心部に、例えば

商業施設であったり、高齢者、子育て施設の誘致と

いうことで、実は現在ＵＲの花畑団地につきまして

は、当初２，７００戸ほどあったのですが、現在１，

５００戸ほどに減っております。跡地につきまして
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は、先ほど申し上げたとおり、商業施設、高齢者、

子育て施設の誘致について、地元のまちづくり協議

会と連携しながら進めているところでございます。 

また、直江委員から先ほどご質問がありました空

き家になっているところについては、多分団地の一

番西側のところかと思いますが、これにつきまして

も将来的には解体を予定しております。その後の土

地利用につきましても、協議会、地元の皆様の意見、

また関係機関との調整を行いながら、花畑の団地再

生事業は進めていきたいというところでございまし

て、花畑団地につきましては約２０ヘクタールと広

大な土地でございますので、周辺の環境に影響を与

えることも多くございますので、引き続き動きがあ

り次第まちづくりについては取り組んでいくという

状況でございます。以上でございます。 

○くぼた委員 ちょっとお聞きしたいのですけれど

も、戸数が２２０から１９９ということでしたが、

この理由を。 

○真鍋幹事 団地の建替えにつきましては東京都と

協議しております。ほぼほぼ元戸数と同じぐらいな

のですが、若干減っております。今回、建替えに際

して、今住んでいる方が戻られることについては支

障がないということで、その点も協議しながら建替

え戸数については協議しております。 

○くぼた委員 あと１点なのですけれども、この界

隈の公共交通インフラ、将来の見通しも含めて聞き

たいのですが、一番近いところのバス停が草加市に

なるのですね。ちょっと歩くには遠いかなと。この

辺の第２５７号線を含めた縦路線ですよね、はるか

ぜも含めた。その辺の計画、また見通し、その辺は

どういうふうに考えているか。 

○岡野専門委員 都市建設部長の岡野でございます。 

足立区では平成２３年に総合交通計画をつくらせ

ていただいております。その中で、鉄道につきまし

ては、なかなかこれは難しいわけでございますけれ

ども、コミュニティバスも含めて、バス公共交通網

を整備することによって、空白地域をなくしていこ

うということにしております。 

この花畑団地周辺では、団地のすぐ西側に都市計

画道路補助第２５７号線がございまして、埼玉県側

に橋をかける予定になっておりまして、実は東京都

の方で既に橋をかけるべく橋詰めの用地買収等に動

いております。用地買収等が済んで橋がかかること

になれば、この２５７号線を活用したバス路線網の

整備というものについても今後進めていくことにな

ると思っておりますが、今現在の段階では具体的な

路線の計画についてはない状況でございます。 

○板谷委員 公募委員の板谷でございます。今ちょ

うどお尋ねしたいこと２点をお聞きいただいたもの

ですが、公共交通については全く同感といいますか、

ぜひバス交通を維持していただきたいというのと、

ちょっと気になったのが、駐車場は今まであったの

かなかったのかというところなのですけれども、も

しなかったところに新たにできるということですと、

大分周辺の交通の状況も変わってくるのかなと思い

ますので、その辺の実態を教えていただきたいとい

うのが１つ。 

もう一つは、これはコメントなのですが、さきの

ものと違って、こちらのものは５棟あったものが３

棟になると。高さも大分変わってくるということで、

可能であれば現況の写真とか、今後どういうふうに

変わっていくのか、例えば図のようなものがあわせ

て示していただけるとわかりやすいのかなと思いま

すので、この手の計画のときには今後ぜひそういう

ものを入れていただけるとありがたいと思うのです

がいかがでしょうか。以上です。 

○真鍋幹事 板谷委員のご質問についてお答えいた

します。 

 １点目の駐車場でございますが、昭和４０年代の

都営住宅でございますので、基本的には団地内に駐

車場はございません。 

ただ、建替え後につきましては、やはり自動車の

需要もございますので、必要台数について都も整備

すると聞いてございます。 
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２点目の今後の建替えにあわせて、建物の階数が

最高で７階建ての部分がございます。その辺につき

ましては現況の写真、従前従後と言ったほうがいい

のでしょうか、こういった将来図になるというもの

につきましては、今回、計画図はおつけいたしまし

たが、その辺でわかりにくいところにつきましては

当審議会で、また都営住宅の建替えについては、今

後４０年代の団地の建替えもいよいよ出てくること

でございますし、わかりやすくご提示できるように

今後努めていきたいと思います。以上でございます。 

○長塩会長 他にございますか。 

○松本委員 委員の松本です。２つほど。歩道状空

地とか緑地とか、あるいは児童公園ということで、

非常に環境配慮型の新しい地区施設が入ってすばら

しい団地になるのだと思いますが、１つは東側の緑

道については、地区施設ですから、整備後は引き続

き東京都さんがこの緑道を管理していただけるのか。

緑道って結構管理が大変なものですから、どういう

形で管理していただけるのかが１つです。 

もう一つは、先ほど区長さんもお話しされていま

したが、いわゆる防災、災害に強いまちづくりとい

うことで、都営住宅の建替えの中で周辺の防災水準

を高めるような、例えば備蓄倉庫ですとか、何かそ

ういう災害あるいは防災貢献上の施設がご計画され

ているようでしたら、ちょっと紹介をしていただけ

ればいいかなと。以上２つです。よろしくお願いい

たします。 

○真鍋幹事 ご説明申し上げます。 

１点目の緑道の管理でございますが、都営住宅の

敷地内に整備いたします。引き続き東京都がきちん

と管理することで一応協議は終わっております。 

２点目の防災に関してですが、都市計画で定めて

いるものではございませんが、当然団地の建替えに

ついては、団地の中に備蓄倉庫の整備、また防火水

槽、そういった地域に必要なものについては、都営

住宅の建替えの協議にあわせて必要なものを整備し

ているところでございます。 

○長塩会長 他にございますか。 

なければ採決いたします。本案につきまして異議

のないものと決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 それでは、第３号議案、第４号議案は

異議のないものと決定いたします。 

次に、島根四丁目地区ほか８地区の地区計画の変

更についての議案でございます。第５号議案から第

１３号議案まで、八鍬まちづくり課長から一括して

説明願いします。 

○八鍬幹事 まちづくり課長の八鍬でございます。

島根四丁目地区ほか８地区の地区計画の変更につい

て説明させていただきます。 

まず先に、今回９件と案件が多いため、説明に３

０分以上かかってしまう点と、資料が多いので開き

づらくなっている点についておわびします。座って

説明させていただきます。 

では最初に、皆様の議案書３５ページの第５号議

案をごらんください。 

表紙を読み上げます。第５号議案、東京都市計画

地区計画島根四丁目地区地区計画の変更（足立区決

定）について、上記の議案を提出する。 

平成２５年９月１７日、提出者、足立区長近藤弥

生。 

本計画の内容を別添計画図書のとおり決定する。 

提案理由、東京都市計画地区計画島根四丁目地区

地区計画の内容を変更するにあたり、都市計画法

（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定に基づき、

足立区都市計画審議会の議を経る必要があるため、

提案します。 

第６号議案から第１３号議案までは議案は共通で

すので、議案名のみ読ませていただきます。 

続きまして、議案書４５ページをお開けください。 

第６号議案、東京都市計画地区計画保塚町地区地

区計画の変更（足立区決定）について。 

続いて、議案書５５ページをお開けください。 
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第７号議案、東京都市計画地区計画足立北部地域

舎人・古千谷本町地区地区計画の変更（足立区決

定）について。 

続きまして、議案書６９ページをお願いします。 

第８号議案、東京都市計画地区計画足立北部地域

西伊興地区地区計画の変更（足立区決定）について。 

続きまして、議案書８１ページをお願いします。 

第９号議案、東京都市計画地区計画足立北部地域

東伊興地区地区計画の変更（足立区決定）について。 

続きまして、議案書９１ページをお願いします。 

第１０号議案、東京都市計画地区計画足立東部地

域平野・東六月町地区地区計画の変更（足立区決

定）について。 

続きまして、議案書１０５ページをお開けくださ

い。 

第１１号議案、東京都市計画地区計画足立東部地

域神明南地区地区計画の変更（足立区決定）につい

て。 

続きまして、議案書１１５ページをお願いします。 

第１２号議案、東京都市計画地区計画足立東部地

域神明地区地区計画の変更（足立区決定）について

及び議案書１２５ページをお願いします。 

第１３号議案、東京都市計画地区計画足立東部地

域神明西地区地区計画の変更（足立区決定）につい

ての９議案でございます。 

お手数ですが、議案書３５ページへお戻りくださ

い。議案書の構成は全議案共通です。まず表紙に議

案名と提案理由。 

続きまして、３６ページをお開けください。３６

ページが都市計画の案の理由書でございます。 

続きまして、３７ページから３９ページ、この内

容につきましては計画書となっております。 

続きまして、４０ページでございます。このペー

ジが変更概要となっております。 

続きまして４１ページ、これが総括図となってお

ります。 

最後に４２ページから４４ページ、これが計画図

となっております。 

それでは具体的な内容を、表紙がきみどり色の議

案説明資料の１７ページをお開けください。議案説

明資料３にて説明させていただきます。 

最初に全体的な地区計画の変更の趣旨、目的及び

検討の経過を説明し、次に個々の変更内容を説明い

たします。 

続きまして、議案説明資料の１８ページをごらん

ください。 

まず趣旨及び目的でございます。足立区では昭和

６１年度より地区計画を活用したまちづくりを推進

し、現在３９地区において地区計画の都市計画決定

を行い、積極的にまちづくりを進めております。 

近年、平成１７年にはつくばエクスプレスが、平

成２０年には日暮里・舎人ライナーが開業し、この

沿線の開発や大学の誘致などにより、足立区の昼夜

間の人口はふえております。これらの様々なニーズ

に応えるために、それぞれの地域特性を活かしつつ、

水や緑の保全を図り、道路や公園などが適正配置と

なるように改める必要が出てきました。 

今回は、地区計画区域内だけでなく、この周辺地

区を含めバランスのとれた地区計画とすることを目

的とし、地区施設の配置・規模など再検討を行い、

地区施設（道路、公園等）の変更を行うことにしま

した。 

次に、地区計画の見直し検討の経過について説明

させていただきます。 

まず、この検討組織です。全面的に地区計画を見

直しし、今後のまちづくりの方向性を示すために検

討組織を作りました。平成２３年１月に副区長を委

員長としまして、関係部署の部長級と２名の学識経

験者（後に３名になりましたが）を含め地区計画変

更検討委員会を発足しました。その中で地区計画の

変更内容の必要性や合理性について根拠となるデー

タ整理を行い、区の政策を踏まえた変更の検討を行

いました。 

続きまして見直しの基本方針ですが、地区施設の
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見直し検討にあたっては、東京都都市計画局より出

されています「周辺区部における区画整理事業を施

行すべき区域の市街地整備のためのガイドライン

（５３条ガイドライン）」を基準とし、道路や公園

などの見直し、基本方針を作成し、該当する地区施

設を詳細に検討しました。 

この道路等の見直し基本方針は、線形・配置・ネ

ットワーク等を総合的に判断し、過不足を修正する

こととし、公園等の見直し基本方針は「あだち 公

園☆いきいきプラン」を遵守し、誘致圏を考慮した

配置計画や適正規模の公園を目指すとしました。 

続きまして、議案説明資料の１９ページをごらん

ください。 

まず、１）としまして、５３条ガイドラインの基

準ですが、この５３条ガイドラインは、道路と公園

がある程度の基準に達していれば地区計画などの手

法により区画整理を施行しないでまちづくりができ

るとなっています。また、その中で道路と公園の整

備完了水準が定められていますので、見直しにあた

り道路・公園の整備基準としました。 

この上の表は、道路の整備完了水準を抜粋し、ま

とめたものです。幅員４メートル以上の区画道路率

は１６％以上を確保し、都市計画道路整備率は１０

０％を完了としています。また、幅員６メートル以

上の道路及びその両側３０メートルを対象とした主

要道路充足率は３８％以上を確保すること。そして

幅員６メートル以上の道路及びその両側１４０メー

トルを対象とした消防活動困難区域率は０％とする

こととなっております。 

下の表は公園の整備完了水準です。公園整備評価

として３％以上の公園が必要です。 

また、３％が整備できない場合の緩和基準としま

して３点ほどあります。 

まず、公園のほかに緑地や緑道等を含めた面積率

３％以上の確保。 

次に、公園の２５０メートル誘致圏充足率１０

０％の確保。 

３、検討地区外周５００メートル圏の公園、緑地、

緑道等の面積率３％以上の確保。 

この３点のどれかを満足させることとなっていま

す。 

続きまして、２０ページをごらんください。 

２）道路の見直し基本方針は、未着手の道路等を

対象にし、以下の基本方針に基づいて評価・検討し、

必要な場合は道路等の見直しを行いました。 

５点ほどあります。 

まず、アとしましては、大規模な土地利用の転換

や宅地開発などの整合が必要な場合は、適切な見直

しを行う方向で検討する。 

次に、線形や配置の改善が必要と考えられる場合

は、適切な線形や配置の見直しを行う方向で検討す

る。 

交通ネットワークに問題がある場合は、必要性や

見直しの可能性などを改めて検討し、必要な場合は

見直しを行う。 

次に、主要道路の網密度が低い箇所で、地域の状

況において配置の必要性が見込まれる場合は、主要

道路の配置について検討する。 

道路の充足状況に対し地区施設が過剰に指定され、

交通ネットワークなど総合的に判断し、必要性が低

い場合は廃止も視野に入れた検討を行うとして、

個々の地区ごとに道路の見直しを行いました。 

次に、３）公園・緑地の見直し基本方針も、未着

手の公園・緑地等を対象に、以下の基本方針に基づ

いて評価・検討し、必要な場合は公園・緑地等の見

直しを行いました。 

まず、大方針となる「あだち 公園☆いきいきプ

ラン」の方向性に近づくため見直しを行いました。 

街区公園の配置方針として、「あだち 公園☆い

きいきプラン」では、公園の規模は０．２５ヘクタ

ール以上、誘致圏は２５０メートル圏内となってお

り、「小さな公園は作らない。誘致圏の重複を避け

る」を方針とし、既存施設の拡充・統合を検討しま

した。 
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次に、見直しの方針として、現在供用済みの公

園・緑地等及び地区施設公園・緑地を対象に、公園

緑地比率と誘致圏の充足状況を確認しました。 

また、未整備の地区施設公園・緑地を対象に、誘

致圏の過度の重複や小規模で拡張の余地もない場合

は、区有敷地や寺社の境内地、緑地などへの移設を

検討しました。隣地の用地取得が可能な場合は、公

園・緑地区域の拡張を検討しました。 

ほかに、生産緑地に位置づいた地区施設公園・緑

地においては、可能な限り見直す方向として、上記

で述べた検討を行いました。これは相続等により突

然買い取り請求があった場合、区で用地買収の予算

措置がされておらず、応じることができない場合は、

地権者はこの土地を処分することとなり、区として

は地区施設・公園・緑地を廃止せざるを得なくなっ

てしまうためです。 

続きまして、２１ページをごらんください。 

３、地区計画変更（案）位置図でございます。こ

の図の中央の左下、第５号議案、島根四丁目地区以

外の地区は、ほとんどが区画整理を施行すべき区域

内の地区計画となっています。 

それでは、個別議案の説明に移ります。 

続いて、２２ページをお開けください。 

２２ページの４、第５号議案「東京都市計画地区

計画島根四丁目地区地区計画の変更（足立区決定）

について」をごらんください。 

変更概要です。 

現在の地区施設数は、区画道路１０路線、公園２

カ所です。 

変更内容は、区画道路の新設が１路線、区画道路

の廃止が１路線、公園の面積変更が１カ所、公園の

廃止１カ所となっています。 

次に、２３ページの計画図２をごらんください。 

変更概要を図で示したものです。地区施設の新設

及び変更が実線の楕円で囲ってあり、廃止が破線の

楕円で囲ってあります。皆様のお手元のモニターで

は、実線が青、破線が茶色になっております。 

図中にある表をごらんください。 

島根四丁目地区は区画整理を施行すべき区域では

ございませんが、参考に道路率等を表記しておりま

す。この地区の区画道路率は現計画２２．７％、変

更案２２．６％、主要道路充足率は現計画と変更案

で変わらず６０．１％、消防活動困難区域も変わら

ず０％となっております。 

続きまして、２４ページの公園緑地見直し後誘致

圏図をごらんください。 

一点鎖線で囲まれた区域が地区計画区域でござい

ます。そして細い丸、太い丸、破線の丸があります。

皆様のモニターでは、それぞれ緑、赤、青になって

いますが、これらは公園等からの半径２５０メート

ルで引いた誘致圏となっております。細い実線の丸

が既存の公園緑地等で、太い実線が地区施設の公

園・緑地、さらに破線が今回廃止しようと考えてい

る公園・緑地等になります。 

図中にある表をごらんください。 

参考でございますが、この地区の変更案の公園率

は２．２％、誘致圏充足率は１００％となっており

ます。 

続きまして、２５ページでございます。 

２５ページの５、第６号議案「東京都市計画地区

計画保塚町地区地区計画の変更（足立区決定）につ

いて」をごらんください。 

変更概要です。 

現在の地区施設数は、区画道路８路線、緑地３カ

所となっており、公園はございません。 

変更内容は、区画道路の新設が１路線、区画道路

の廃止が１路線となっています。緑地の変更はござ

いません。 

続きまして、２６ページの計画図２をごらんくだ

さい。 

この地区の区画道路率は現計画２１．８％、変更

案２１．６％、主要道路充足率は現計画と変更案で

変わらず８１．４％、消防活動困難区域も変わらず

０％となっており、いずれも５３条ガイドラインの
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基準を上回っています。 

続きまして、２７ページをお願いします。公園緑

地見直し後誘致圏図をごらんください。 

新たな凡例として図に黒く塗りつぶした部分があ

りますが、この部分が誘致圏の空白区域となります。

また、地区計画区域の外側に引かれた二点鎖線が５

００メートル圏を示しております。都県境及び他の

地区計画と重なる部分は５００メートル圏をとるこ

とができません。 

この地区の変更案の公園率は１．２％、公園＋緑

地＋緑道等の面積率は１．４％、誘致圏充足率は９

９．５％、地区外５００メートル圏の公園＋緑地＋

緑道等の面積率は５．３％となります。緩和基準を

採用すれば５３条ガイドラインと合致することがで

きます。 

続きまして、議案説明資料の２８ページをごらん

ください。 

２８ページの６、第７号議案「東京都市計画地区

計画足立北部地域舎人・古千谷本町地区地区計画の

変更（足立区決定）について」をごらんください。 

変更概要です。 

現在の地区施設数は、区画道路１４路線、公園４

カ所、緑地２カ所です。 

変更内容は、区画道路の廃止７路線、公園の新設

１カ所、公園の廃止３カ所、緑道の新設２カ所とな

っております。 

続きまして、３０ページから３３ページの計画図

２をごらんください。 

この地区の区画道路率は現計画１６．９％、変更

案１６．７％、主要道路充足率は現計画７６．１％、

変更案７６％、消防活動困難区域は変わらず０％と

なっており、いずれも５３条ガイドラインの基準を

上回っています。 

続きまして、３４、３５ページ、公園緑地見直し

後誘致圏図をごらんください。 

この地区の変更案の公園率は２．５％、公園＋緑

地＋緑道等の面積率は３．１％、誘致圏充足率は９

９．９％、地区外５００メートル圏の公園＋緑地＋

緑道等の面積率は１１．１％となります。緩和基準

を採用すれば５３条ガイドラインと合致することが

できます。 

続きまして、３６ページをごらんください。 

３６ページの７、第８号議案「東京都市計画地区

計画足立北部地域西伊興地区地区計画の変更（足立

区決定）について」をごらんください。 

変更概要です。 

現在の地区施設数は、区画道路１０路線、緑地７

カ所となっており、公園はございません。 

変更内容は、区画道路の新設１路線、変更１路線、

緑地の新設１カ所、緑地から公園への名称変更が３

カ所、緑地の廃止が４カ所となっています。 

続きまして、３８ページから４１ページの計画図

２をごらんください。 

この地区の区画道路率、主要道路充足率及び消防

活動困難区域は現計画と変更案で変わらず、それぞ

れ１７．９％、７８．９％及び０％となっており、

いずれも５３条ガイドラインの基準を上回っていま

す。 

続きまして、４２ページ及び４３ページの公園緑

地見直し後誘致圏図をごらんください。 

この地区の変更案の公園率は１．２％、公園＋緑

地＋緑道等の面積率は１．４％、誘致圏充足率は９

９．２％、地区外５００メートル圏の公園＋緑地＋

緑道等の面積率は１５．６％となります。緩和基準

を採用すれば５３条ガイドラインと合致することが

できます。 

続いて、４４ページをごらんください。 

４４ページの８、第９号議案「東京都市計画地区

計画足立北部地域東伊興地区地区計画の変更（足立

区決定）について」をごらんください。 

変更概要です。 

現在の地区施設数は、区画道路１３路線、公園２

カ所となっております。 

変更内容は、区画道路の廃止１路線、緑地の新設
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１カ所、緑道の新設３カ所となっております。 

続きまして、４６ページ及び４７ページの計画図

２をごらんください。 

この地区の区画道路率は現計画１８．４％、変更

案１８．３％、主要道路充足率は現計画と変更案で

変わらず７０．３％、消防活動困難区域も変わらず

０％となっており、いずれも５３条ガイドラインの

基準を上回っています。 

続きまして、４８、４９ページの公園緑地見直し

後誘致圏図をごらんください。 

この地区の変更案の公園率は２．２％、公園＋緑

地＋緑道等の面積率は２．９％、誘致圏充足率は９

９．６％、地区外５００メートル圏の公園＋緑地＋

緑道等の面積率は２．３％になります。緩和基準を

採用しても５３条ガイドラインを若干下回りますが、

足立北部地域全体で検討した場合、５３条ガイドラ

インを上回ります。 

続いて、５０ページをお願いします。 

９、第１０号議案、「東京都市計画地区計画足立

東部地域平野・東六月町地区地区計画の変更（足立

区決定）について」をごらんください。 

当地区は（１）地区施設の変更と、（２）地区区

分の変更及び（３）壁面の位置の制限の追加がござ

います。 

まず、（１）地区施設の変更についてご説明しま

す。 

現在の地区施設数は、区画道路５５路線、公園１

カ所、緑地２カ所となっております。 

変更内容は、区画道路の新設１路線、変更１２路

線、廃止２路線、公園の新設１カ所、緑地から公園

への名称変更が２カ所となっております。 

続いて、５２、５３ページの計画図２をごらんく

ださい。 

この地区の区画道路率は現計画１７．３％、変更

案１７．２％、主要道路充足率は現計画６８．１％、

変更案６７．７％、消防活動困難区域は変わらず

０％となっており、いずれも５３条ガイドラインの

基準を上回っています。 

続きまして、５４及び５５ページの公園緑地見直

し後誘致圏図をごらんください。 

この地区の変更案の公園率は２％、公園＋緑地＋

緑道等の面積率は２．１％、誘致圏充足率は９８．

５％、地区外５００メートル圏の公園＋緑地＋緑道

等の面積率は４．１％となります。緩和基準を採用

すれば５３条ガイドラインと合致することができま

す。 

続きまして、５６、５７ページの（２）地区区分

の変更について、ご説明したいと思います。 

まず、５６ページの計画図１をごらんください。 

現在、この図中にあります太線で囲んだ箇所は、

面的整備改良地区①と②という地区区分が指定され

ております。その面的整備改良地区の一部において

大規模な宅地開発が行われたため、右の図の変更後

のように地区区分を変更し、宅地開発された地区を

新たに住宅地区③とし、この後説明します壁面の位

置の制限の追加を考えております。 

変更前と変更後の図を比べると、面的整備改良地

区①であった部分のうち、宅地開発が行われた箇所

は住宅地区③へ、その他の部分は住宅地区①へ編入

しております。面的整備改良地区②であったところ

は、沿道地区①に編入しています。 

続きまして、５８ページをお願いします。 

５８ページ、（３）壁面の位置の制限の追加（住

宅地区③）についてご説明します。 

現在の計画では、左の図のように、平野・東六月

町地区の全域で、道路境界線から６０センチメート

ル以上の壁面後退というルールがありますが、住宅

地区③では、それに加えて、右の図のように、隣地

境界線からも５０センチメートル以上の壁面後退と

いうルールを追加したいと考えております。 

続きまして、６０ページをお願いします。 

第１１号議案、「東京都市計画地区計画足立東部

地域神明南地区地区計画の変更（足立区決定）につ

いて」をごらんください。 
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現在の地区施設数は、区画道路３５路線、公園３

カ所、小広場３カ所となっております。 

変更内容は、区画道路の廃止３路線、公園の廃止

２カ所、緑地の新設１カ所となっています。 

続きまして、６２、６３ページの計画図２をごら

んください。 

この地区の区画道路率は現計画１７．４％、変更

案１７．３％、主要道路充足率は現計画６９．１％、

変更案６８．１％、消防活動困難区域は変わらず

０％となっており、いずれも５３条ガイドラインの

基準を上回っています。 

続きまして、６４、６５ページの公園緑地見直し

後誘致圏図をごらんください。 

この地区の変更案の公園率は２．４％、公園＋緑

地＋緑道等の面積率は２．８％、誘致圏充足率は９

５．５％、地区外５００メートル圏の公園＋緑地＋

緑道等の面積率は３．３％となります。緩和基準を

採用すれば５３条ガイドラインと合致することがで

きます。 

続きまして、６６ページをごらんください。 

第１２号議案、「東京都市計画地区計画足立東部

地域神明地区地区計画の変更（足立区決定）につい

て」をごらんください。 

現在の地区施設数は、区画道路３０路線、歩行者

専用通路２路線となっております。 

変更内容は、区画道路の新設１路線、変更３路線、

廃止３路線となっています。 

続いて、６８、６９ページの計画図２をごらんく

ださい。 

この地区の区画道路率は現計画１８．１％、変更

案１７．８％、主要道路充足率は変わらず６９．

６％、消防活動困難区域も変わらず０％となってお

り、いずれも５３条ガイドラインの基準を上回って

います。 

続きまして、７０ページをごらんください。 

神明地区と次に説明します神明西地区は、地区に

地区施設、公園・緑地等がなく、現在供用済みの公

園だけで公園率３％を上回っているため、誘致圏等

の検討は省略させていただきます。 

続いて、７１ページをごらんください。 

第１３号議案、「東京都市計画地区計画足立東部

地域神明西地区地区計画の変更（足立区決定）につ

いて」をごらんください。 

現在の地区施設数は、区画道路１４路線となって

おります。 

変更内容は、区画道路の変更が２路線ございます。 

次に、７２ページの計画図２をごらんください。 

この地区の区画道路率は現計画と変更案で変わら

ず１７．６％、主要道路充足率は現計画４７．９％、

変更案４５．７％、消防活動困難区域は変わらず

０％となっており、いずれも５３条ガイドラインの

基準を上回っています。 

以上で個別議案の説明を終了いたします。 

最後に７３ページをごらんください。 

都市計画手続の経緯と今後の予定です。 

 まず、平成２５年２月１４日の第４４回足立区都

市計画審議会で案件の報告をさせていただきました。

その後、２月２０日から５月１０日にかけて、都市

計画法第１６条に基づく地区計画の原案説明会を７

回開催し、全体の出席者数は延べで１２６名になり

ました。次に、５月１４日から２８日にかけて都市

計画法第１６条に基づく地区計画（原案）の公告・

縦覧を行うとともに、５月１４日から６月４日まで

原案の意見書の提出期間を設けたところ、意見書の

提出が１件ありました。 

 その後、原案を修正し、７月１０日から２４日ま

で都市計画法第１７条に基づく地区計画（案）の公

告・縦覧・意見書の提出期間において、意見書の提

出はありませんでした。そして本日９月１７日、第

４５回足立区都市計画審議会において、都市計画の

変更を審議していただいております。また、この地

区計画の変更が決定されれば、９月下旬ごろに告示

される予定です。 

 以上で説明を終わります。長々とどうもありがと
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うございました。 

○長塩会長 ご苦労さまでございました。 

それでは第５号議案から第１３号議案の審議をいた

します。本件について、ご意見、ご質問がありまし

たらお願いいたします。 馬場委員。 

○馬場委員 委員の馬場でございます。 

都市計画の変更について説明いただきましたが、

今回、緑道や公園が新たに決定されたり、公園だっ

たところがなくなったりということで、全体的に見

れば足立区の計画的な発展につながるのかなという

ふうに思うのですけれども、個々の案件について、

例えば今まで公園があった地域に公園がなくなって

しまうということに対しての地域の理解というか近

隣の方への説明というのが、例えば町会に対して、

「こういう計画で進めたいと思うのですが」という

ような過程が多分なかったのではないかなと思うの

ですけれども、やはり公園がなくなってしまう地域

の人にとっては大変、区政の方向というんですか、

手続にちょっと残念な思いがあるんじゃないかと思

うのですけれども、その点に関してはいかがなので

しょうか。 

○長塩会長 八鍬まちづくり課長。 

○八鍬幹事 今のご意見の中で、私が携わった中で、

特に地元で開放している広場とか、そういうものが

相続等の中で取得できなかった。そういう中で今回、

この地域の中で位置変更した中で一部、特に舎人・

古千谷地区の中で地域のほうからは、今まで使って

いた広場がなくなったという中で、過去の説明が十

分なかったというお叱りはありました。 

その中で今後については、新しく位置づけたもの

については、十分皆様の意見を聞いて、今後はしっ

かりとした公園をつくりますということで説明会等

で説明したことがありますので、今後は事前の十分

な説明が必要だというふうに私は認識しておりまし

た。以上でございます。 

○長塩会長 馬場委員。 

○馬場委員 具体的な事例として、この説明資料の

３２、３３ページでお話ししたいのですけれども、

今、課長からお話しいただいた点が⑩の公園５号の

廃止という点と、⑪の公園６号の新設なのですね。

公園６号の新設は、ここはもともと毛長川への排水

場があったところで現在稼働していない、その部分

を公園にしようと。これはある面いいのですけれど

も、排水場を使っていない現状で、結構地域の盲点

というか、深夜のたまり場になったりしている状況

があるのですよね。子供たちのたまり場になってい

る状況なのに、その上公園ができたら余計そういっ

た子を呼んでしまうという地域の不安があったのは

事実であります。ですから、変な話、ここは宅地に

していただいて、地理的に、川が背景にあったり、

人通りがなかったりというような地域だと思うので

すけれども、また１０号公園は貴重なボール遊びの

できる公園がなくなってしまうのはどうしても理解

できないというような話が根強くありましたので、

地区計画の地域説明は各区民事務所等で行われるの

はわかるのですけれども、それ以前に、こういう計

画ですよということは町会なり近隣に納得いただか

ないと、何のための地域に開かれた行政なのかなと

いう点に関しては、非常に今回不信の意見を聞いた

ところでありますので、ぜひその辺を改善していた

だくように申し上げたいと思います。以上です。 

○長塩会長 今のはご質問ですか。 

○馬場委員 いえ、意見です。 

○長塩会長 他に、ご質問、ご意見がありましたら

お願いします。 榎本委員。 

○榎本委員 榎本です。ちょっと質問のところとお

願いのところが両方あるのでお話しさせてもらいま

す。 

今回、公園とか道路とかいろいろ動くことによっ

て、事業計画のところに住宅と中小規模工場との両

立などのことが記載されているのですけれども、実

際、今、六町や花畑とか区画整理をやっていってい

る地区ですと、新しくどんどん住まわれて、県外か

ら来られる人とかもふえてきている中、工場とかに
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対する音とかの問題等で、工場の移設を考えている

ような会社とかも結構多く聞きます。実際に本社自

体を足立区から移動したほうがいいのかな、埼玉と

か移ったほうがいいのかなというような声とかも聞

きます。工場とかがそのように住宅との共存という

のが難しくなってしまうと、本社とかが移転してし

まうと足立区への税金とか、足立区での会社の上場

とかというのが減ってしまうのかなと思うのですけ

れども、そのあたりの対策とかというのはいかがな

されていますか。 

○長塩会長 部長。 

○岡野専門委員 工場というと悪いイメージがあっ

て、騒音ですとか振動ですとかということで、住宅

と混在をすると、そういうことになろうかと思いま

すけれども、やはり安心して工場を経営していただ

いて、社会の産業に役立っていただくということも

大事だと思っています。基本的には用途は純化して

混在しないということが大事でございますけれども、

その中でやはり地域に受け入れられる程度の工場の

経営というのもありますので、それは建築基準法の

中で平米数とかございますので、その中では混在で

きる範囲でやっていただく。 

１つやったのは、六町で区画整理をやっておりま

すけれども、あそこは大きく用途を見直して、混在

しているものを、住宅をまとめて、あるいは工場を

これからも経営される方は環七に近いほうにという

形でのダイナミックな換地をしたということもござ

います。 

それらも組み合わせながら、ぜひとも安心して工

場を経営していただくような環境を足立区としても

つくっていかなければいけないかなと考えています。 

○長塩会長 榎本委員。 

○榎本委員 ありがとうございました。工場と表現

したので大きく想像されるかとは思うのですけれど

も、小規模の会社とかもありますので、小物とかを

つくっているようなところも一応工場という形にな

りますので、そういうのも含めて言ったのですけれ

ども、実際に移設されて、大きいところとかはまと

めて移設計画になって進んでいるのはわかるのです

けれども、小さいところとかでも、やはりそういっ

た声とかが上がってきているというのは最近すごく

よく耳にするようになってきました。そこら辺とか

に対しても、皆さん事業をする上で、夜間は特に音

とかは気にするようにはしていますけれども、昼間

での小規模の会社経営に当たって、どんな会社でも

多分音は出ると思いますので、そういうところに対

しては区のほうとしてもいろいろ対策とか、これか

らよろしくお願いします。 

あと、１つお願いなのですけれども、先ほどの公

園等がいろいろ変わってくるのに当たりまして、私

ももともと生まれ育ちが足立区なわけではないので

すけれども、もう５年以上足立区にいますけれども、

やはり足立区の中では公園の名前と中学校の名前に

数字が入っていたりするところが多いので、それに

対しては、区内でもともと育った人間以外の人たち

にはすごくわかりにくいネーミングになりますので、

「ふれあい」とか「やすらぎ」というのも、正直言

ってわかりにくい名前だとは思うのですけれども、

せめてわかりやすいネーミングという形で、これか

らの公園の名前とかをつけてください。お願いいた

します。 

○長塩会長 要望ですね。他に。 吉岡委員。 

○吉岡委員 今、榎本委員のほうからご指摘があっ

たことで何点か申し上げさせていただくのですけれ

ども、工場につきましても、六町には例えば生コン

の工場ですとかそういったところがあって、あるい

は例えば配管の材料の卸屋さんがあったりとか、一

番問題だったのは、東京都の指導のほうから仮換地

ということで、どこか移動してくださいと、区画整

理をこれからやらなければいけない場所におられて

は邪魔になってしまうから、とりあえず仮換地して

くださいと、こういうような問答があったわけなの

ですが、そこで非常に大きな問題として我々は受け

とめておりましたのが、例えば場所をあっせんして
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くれるとか、埼玉県でもどこでもいいです、場所を

紹介するとか、もっと極端なことを言えば、足立区

内のどこを探しても、生コン会社が仮移転できるよ

うな場所すらない。こういうような状況の中で、そ

ういった企業の経営者の皆さんは苦労されて、中に

はせっかく順調に営んでいたご商売を廃業せざるを

得ないとか、そういったまちづくりに対してうんと

協力してくれた人たちの存在は忘れてはならないと

思いますし、また、今問題になっておりますのは、

六町三丁目などでは、今は建ちましたけれども、あ

そこは以前は地域に開放されたコミュニティ広場に

なっていましたけれども、そこがなくなってしまっ

たものですから、今は盆踊りをやることすらできな

い状況が続いています。 

私はいつも行政の皆様方に申し上げるのは、とに

かく区民の声を十分反映させた仕事を進めていただ

かないと、せっかく協力してくれている善良な区民

の皆様に申しわけが立たないよと。こういうような

ことですから、一人一人の意見を全部反映させるな

んていうのは、それは多少無理があることだとは思

いますけれども、意気込みとしては、そういう意気

込みでやっていただきたいということは、議会とし

ても執行機関の行政の皆様方にはお願いをしていま

すので、ぜひ期待を持って足立区の仕事を見守って

いただきたい。こんなふうに思います。 

○長塩会長 要望ですね。ほかに。 岡田委員。 

○岡田委員 岡田です。 

ちょっと質問なのですけれども、議案説明資料の

５８ページの右側の住宅地区③の部分に、隣地境界

線から５０センチメートル以上あけるということが

新設ということなんですが、この地区だけで今まで

３月ごろに地区経過の説明会等をやられていると思

うのですけれども、住民の方というのはご納得とい

うか、それなりにされているのでしょうかね。 

○長塩会長 真鍋幹事。 

○真鍋幹事 ただいまのご質問についてお答いたし

ます。 

今回新たに設定しました住宅地区の設定でござい

ますが、この土地の利用なのですけれども、企業名

を申し上げていいでしょうか、現在、中央住宅とい

うところが大規模な宅地開発を行っています。当初

から、道路から６０センチメートル、隣地から５０

センチメートルあけた建物の計画をして現在建てて

おりますので、すぐ建替えるということではないの

ですが、将来的に都市計画上担保をとるために、地

区計画で０．５メートルというのを新たに設定させ

ていただきました。 

○岡田委員 既存のものはないのですか。 

○真鍋幹事 はい、ございません。 

○岡田委員 わかりました。 

○長塩会長 ほかに。時間もたちましたので、簡明

に願います。 直江委員。 

○直江委員 先ほど公園の意見について出ていたの

ですけれども、公園がたまり場であるという迷惑施

設である一方で、お年寄りにとっては一息つく場所

というところで必要な場所だと思います。若い世代

にとってみると、広い公園が魅力である一方で、高

齢者にとってみれば、広くなくても身近なところに

ちょこちょこあったほうが一息つけるし、コミュニ

ティから考えれば、孤独死の防止などにもいいと思

います。先ほど２０ページの中で、小さな公園はプ

ランの中でつくらないというのが方針というふうに

出ていたのですけれども、そのプランを変えろとか

そういうことではないのですけれども、小さな公園

はつくらないという意図、それから今回結構廃止さ

れる公園の数が多かったのがちょっと気になったの

ですけれども、この廃止される公園はどういうふう

になるのかという用途や、廃止するのはこうやって

決まっているということはやむを得ないのですけれ

ども、ベンチを緑道に置くなり、お年寄りが歩いて

いるときに一息つけるようなところは、まちづくり

として確保してもらえたらなと思います。以上です。 

○長塩会長 それはご質問ですね。まちづくり課長。 

○八鍬幹事 まず、今回主に公園を見直した経緯と
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しましては、過去に位置づけた公園が生産緑地、要

は農家の方の生産緑地が多かったという中で、先ほ

ど説明がありましたように、生産緑地は急に買い取

り請求が出ても区のほうでは対応しづらいという部

分がありまして、そういうものも今回廃止しまして、

新たに緑道とか既存の緑に位置づけたという部分が

あります。 

それと主に規模の大きい公園、公園は数が多くな

れば当然維持管理費もかかってくる部分があります

ので、そういう部分を踏まえて、ある程度公園を集

約したいという部分。それと先ほどのお話の中で、

今後緑道等については、まちづくりの観点の中では

地域の皆様が住みやすいまちという部分があります

ので、当然まちづくり課と主管の公園がありますが、

そういう中で連動しながらそういうものも考えたい

というふうに思っています。以上です。 

○長塩会長 ほかにありませんか。 くぼた委員。 

○くぼた委員 すみません、１点だけお聞きしたい

のですが、第９号議案の東伊興地区計画の中で、緑

道の２号と３号の新設とありますけれども、この毛

長川界隈の緑道って、ある程度今整備されているか

なと思うのですが、どのような新設の内容になるの

かだけお聞きします。 

○長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 これについては現在緑道で整備されて

おりまして、それを今回見直す中で新たに位置づけ

たということでございます。 

○長塩会長 くぼた委員。 

○くぼた委員 今の説明だと、要は既存にあるもの

を別に何もしないということですか。 

○八鍬幹事 そこを位置づけることによって緑を保

全するということで今回位置づけております。 

○長塩会長 ほかにございますか。 板谷委員。 

○板谷委員 やりとりを伺っていて気になったので

コメントをさせていただきます。 

小規模な公園と大規模な公園って役割が違います

よね。それが小さいものについては廃止されるとい

うのは結構大きな話だと思うのですけれども、その

理由が、要は行政のほうで例えば予算措置がされて

いないとか、そういう技術的な理由でできないとい

うことであれば、それは本旨と違うのかなと思いま

す。本来ですと、それをできるようにするために努

力をして実現させていくのが必要でして、そういう

ものが余り使われていないからなくすということで

あれば話はわかりますけれども、そうでないのであ

れば少し再考を求めたいところであります。 

それからもう一つは、例えば最後のページに意見

書の提出１件とありましたし、あるいは先ほど既に

ご説明されていますけれども、今回の説明の中では

１カ所だけ新たな住宅地区に対するルールが加えら

れたといったようなところがご説明ありましたが、

それをご解説される際に、どういう事情でこういう

ルールが入ったのかとか、あるいは意見の内容はど

のようで、それがどのように反映されて計画の内容

が変わったのかといったところについて、最初のご

説明に余りなかったわけですけれども、本来地区計

画ですので、そういう部分こそが最初に説明される

べきところかなと思います。 

そういう点で、私ども素人の目から見ると、やや

わかりにくい部分があるのかなと思いますので、今

回もそうですし、次回以降も、こうしたご説明をさ

れる際には、ぜひこういった経緯、それから会話、

議論のやりとりといったところを含めてご説明をい

ただいて、その上で議論をするような形にしていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○長塩会長 岡野部長。 

○岡野専門委員 皆様に誤解があるといけないので、

小さい公園と大きい公園のお話だけさせていただき

たいと思います。 

決して私どもは、小さい公園の役割がないという

ことではなくて、足立区も５３平方キロ、さまざま

な地域がございます。区画整理が終わっているとこ

ろ、それから今一生懸命、密集事業を入れて、全く

公園がないところに小さい１００平米クラスの、プ
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チテラスと呼んでいますけれども、そういうものを

整備しながらやっていくところと、さまざまござい

ます。 

それら公園について役割を見たときに、例えば１

００平米、２００平米の公園を見たときに、児童遊

園ですけれども、なかなか遊んでいるお子さんがい

らっしゃらない。やはりお子様が伸び伸びと遊べる

には、２，５００平米程度の公園が必要だろうとい

う一つの方針を持っています。したがいまして、そ

ういう公園については、できるだけ集約していくと

いう考えを持っています。 

一方で、これからお年寄りの健康維持ですとか外

出の機会をつくるという意味では、ところどころに

お休み処を兼ねた小さな公園も、その地域によって

は必要になるだろうということですので、それらに

ついては先ほど言いましたように、密集地域ですと

かそういうところについては大きい公園はなかなか

できないわけですので、小さい公園をつくっていく

ということもしております。決して小さい公園の役

割がないとかそういうことではなくて、その地域地

域に応じたあるべき姿というものを、足立区全体を

一つの方針で決めるのではなくて、その地域の生い

立ちですとか、地域の現状ですとか、そういうこと

を考えながら決めていきたいということでございま

すので、ご理解いただきたいなと思っております。 

○長塩会長 板谷委員。 

○板谷委員 ありがとうございました。よくわかり

ました。要は地区計画ということですので、地域の

皆さんが納得されていればよいのかなと思いますの

で、そういうところについて細やかなご説明をされ

ているだろうとは思うのですけれども、そういった

ところについてご報告をいただければというふうに

思っております。引き続きどうぞよろしくお願いい

たします。失礼いたしました。 

○長塩会長 松本委員。 

○松本委員 時間も限定されていますので、簡潔に。 

大変重要な取り組みだと思います。ただ一方では、

区民に直結するような生活インフラの話ですので、

ある意味では丁寧に、慎重にということも必要だと

思います。その上で道路と公園に対して、２つぐら

いずつ簡単に質問させていただきます。 

まず区画道路の廃止ですが、区画道路の廃止をす

ることによって、いわゆる接道がなくなってしまう

とか、そういう既存の利益がなくなるということは

ないというふうに理解をしてよろしいでしょうか。

それが１点です。 

それと公園のほうですが、先ほど馬場委員さん、

あるいは直江委員さんのお話もございましたが、１

つは今の説明の中で、公園の廃止はいわゆる永続性

がない、生産緑地とか児童遊園が当たるかどうかは

あれですが、永続性のないものについては廃止をせ

ざるを得ないということですが、今回廃止される公

園は全てまさしく永続性のない、つまり返してくれ

というふうに地主さんから言われれば返さざるを得

ないという土地が全てなのか、それ以外のものもあ

るのかということが１点お尋ねです。 

公園について２つ目は、廃止をする公園の現在の

利用状況ですが、既に整備をされていて現に公園と

して使われている公園と、位置づけをしているけれ

ども、いろいろな事情でまだ使われていない、整備

されていない公園があるのだと思うのですが、その

内訳が大体何件ずつあるのか。その上で、今、整備

をされていて、使われているのだけれども、いろい

ろな事情で、つまりいつ返してくれと言われるかわ

からないから位置づけは外しますというようなもの

については、今回も地区計画ですから、地区計画の

地区施設というのは官に移管されているものと、民

で公園になっていて私が位置づけされているものと

２つに分かれますけれども、要するに今公園として

使われている、今回廃止をされてしまうと直ちに都

市計画決定の廃止をもってクローズドにしてしまう

のか、地主さんが使っていていいよというふうに言

っている間は使えるのか、そのあたりは非常に区民

に皆さんにとっては重要な関心事なので、どういう
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整理をされているのか。その点だけをお尋ねしたい

と思います。以上です。 

○長塩会長 まちづくり課長。 

○八鍬幹事 まず道路については、今回廃止するも

のについては、ほとんどが接道することによって行

き止まり道路を解消しようと思ったのですが、住ん

でいる方が、新たに入れることによってコミュニテ

ィが崩れるということがありまして、逆にそれはや

めてほしいということがあったので、今回廃止して

いる道路については、ほとんどそういう道路が主で

す。 

公園については、生産緑地に位置づけた公園がほ

とんどなのですが、先ほど馬場委員からあった話の

中で、古千谷地区については既存で子ども広場とい

うことで地元の地権者の方が地元に開放していまし

た。ただ、これについては買い取り請求が区にあっ

たのですが、やはり区のほうとしても急に対応でき

なくなって、泣く泣くこれについては、利用度があ

ったのですが、今回の変更の中で別の位置に変えた

という部分があります。そのほかについては、ほと

んどが現在農家の方が農園としてやっている部分が

ありまして、これについて今回お話ししたところ、

外してくれということがあったので、そういう方に

ついては外しています。ですから大きなものについ

ては、先ほどの古千谷の部分については、今回廃止

したことによって地域の広場がなくなったというこ

とはあります。 

○長塩会長 部長。 

○岡野専門委員 明確にお答えしなければいけない

と思いますので。 

接道に関しては、今回この道路計画を廃止するこ

とによって、接道がなくなるということはございま

せん。 

公園につきましても、区が管理する公園として開

設しているところというのは、今回はございません。

今お話しましたように、地元のご好意で広場として

開設しているところについて、過去、地区計画公園

としてかけさせていただいていましたけれども、そ

れらについては今回廃止させていただくところはご

ざいません。すぐにクローズということではなく、

地元の方のご好意というものが続く限りは、地元で

管理ということもあり得ると考えております。 

○長塩会長 ほかにございますか。 宮崎委員。 

○宮崎委員 宮崎でございます。要望が２点ほどあ

ります。 

本日は新年度だからしようがないのかどうかなの

ですけれども、第１号議案から第１３号議案まで、

議案が多過ぎる。これは予算の関係とか、いろいろ

あると思うのですけれども、こういうことがないよ

うに。時間の関係があるから、説明も簡単で、非常

にわかりづらいというのが１点。 

そしてもう一つ、先ほどの公園の関係なのですけ

れども、公園用地の使い道、私ども地域の町会長な

んかもやっているのですけれども、子供がボール遊

びをする場所がない。何かというと木を植えたり、

ベンチがつくられたりと。そして木がだんだん大き

くなると、夜に子供たちが悪い遊びをするようにな

るから、それをまた切っていかなければいけないと

か、そういう要望がありますので、大きい広場、何

もない、ネットや何かで囲まれたこういった公園と

いうような、空き地というのですかね、こういった

ものを今後考えて造成していただければと思います

ので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

○長塩会長 ご答弁ありますか。余りにも議題が多

過ぎるのは何とかならないのかというのは、私のほ

うからもちょっと聞きたいぐらいです。 

○真鍋幹事 事務局からおわびさせていただきます。

地区計画の議案が多かったことについては、大変申

しわけございません。ばらばらにやる方法もあった

かもしれませんが、今回は多くて本当に申しわけご

ざいません。次回からは審議案件は極力少なく、皆

様により一層丁寧にご説明するようにいたしますの

で、今日のところはお許しください。よろしくお願
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いいたします。 

○長塩会長 はい、室長。 

○土田専門委員 ただいまのボール遊びのできる公

園につきましては、私どもも今年度からパークイノ

ベーションという考え方に基づきまして、地域のあ

る程度の範囲の中にそういったところを１カ所ぐら

いずつ、整備ということではないのですが、既存の

施設も利用しながら、ソフト面も使いながら、そん

なことができないかどうか今年度から検討しており

ますので、もう少しお待ちいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○長塩会長 それでは、この辺でご意見はないとし

て、採決をいたします。 

 特に反対のご意見もございませんでしたので、第

５号議案から第１３号議案まで一括して採決したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○長塩会長 それでは一括して採決いたします。第

５号議案から第１３号議案は異議のないものと決定

してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○長塩会長 第５号議案から第１３号議案は異議の

ないものと決定いたします。 

 続いて、報告に移ります。「川口市の都市計画変

更について」、真鍋住宅・都市計画課長からお願い

します。 

○真鍋幹事 それでは簡便にご報告いたします。報

告資料でございますが、表紙があさぎ色の資料でご

ざいます。 

簡単に申し上げますと、川口市と鳩ヶ谷市が平成

２３年１０月１１日に合併いたしました。この関係

で都市計画上の整合を図る必要がありまして、今回

ご報告するものです。 

都市計画の内容でございますが、大きな２番のと

ころに変更内容がございます。名称の変更だけでご

ざいます。旧鳩ヶ谷市環境センターだったものが鳩

ヶ谷衛生センターに変わった、この名称変更だけで

ございます。 

恐れ入ります。裏面の資料をごらんいただきたい

と思います。 

鳩ヶ谷衛生センターの位置ですが、足立区入谷九

丁目の都県境といいますか、市区境のところでござ

います。 

なお、足立区内の土地につきましては、施設等は

ございません。あくまでも敷地がかかっているとい

うことでございます。特段影響がございませんので、

今回ご報告申し上げるところでございます。 

今後のスケジュールですが、２５年の１２月下旬

に川口市で都市計画決定の告示を予定しております。 

報告事項は以上でございます。 

○長塩会長 ただいまご説明いただきました報告に

ついて、ご意見、ご質問がありましたらお願いしま

す。 

（「なし」の声あり） 

○長塩会長 ないと認め、これにて本日の議案審議

は終了といたします。 

それでは司会を事務局にお返しします。 

○真鍋幹事 長塩会長、議事進行ありがとうござい

ました。 

 事務局から何点かご説明いたします。 

 次回の第４６回都市計画審議会でございますが、

席上配布させていただきましたとおり、１２月４日

午前１０時から開催予定でございます。よろしくお

願いいたします。 

 なお、案件としましては、生産緑地の変更を予定

してございます。ほか、報告事項もございますので、

ご案内いたします。 

 もう１点でございます。審議会の情報公開につい

てでございますが、現在、足立区のホームページに

おきまして、審議会の委員の皆様の名簿、あわせて

議事録等を公開しております。引き続き都市計画審

議会の情報公開に努めてまいりますので、委員の皆

様のご協力、またご理解のほど、よろしくお願いい

たします。 
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事務局からは以上でございます。委員の皆様から

何かございませんでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

○真鍋幹事 ありがとうございます。 

 それでは、これにて第４５回足立区都市計画審議

会を閉会させていただきます。本日はご審議を賜り、

誠にありがとうございました。 


